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総
務
省

○

令
第
一
号

法
務
省

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
九
条
第
三
項
及
び
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
住
民

基
本
台
帳
法
第
九
条
第
三
項
及
び
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
戸
籍
に
関
す
る
事
項
に
係
る
通
知
の
方
法
を
定
め
る
命
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
四
日

総
務
大
臣

松
本

剛
明

法
務
大
臣

小
泉

龍
司

住
民
基
本
台
帳
法
第
九
条
第
三
項
及
び
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
戸
籍
に
関
す
る
事
項
に
係
る
通
知
の
方
法
を

定
め
る
命
令

（
住
民
票
記
載
事
項
通
知
の
方
法
）

第
一
条

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
三
項
（
同
条
第
二
項

に
係
る
部
分
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
方
法
は
、
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
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以
下
同
じ
。
）
（
電
子
計
算
機
に
よ
る
方
法
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る

機
器
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
操
作
に
よ
る
も
の
と
し
、
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
送
信
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準

に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
及
び
法
務
大
臣
が
定
め
る
。

２

法
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
・
法
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
そ
の
他
の
事
由
に
よ

り
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
送
信
が
で
き
な
い
場
合
と
す
る
。

（
戸
籍
照
合
通
知
及
び
本
籍
転
属
通
知
の
方
法
）

第
二
条

法
第
十
九
条
第
四
項
（
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る

通
知
の
方
法
は
、
電
子
計
算
機
の
操
作
に
よ
る
も
の
と
し
、
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
送
信
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準

に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
及
び
法
務
大
臣
が
定
め
る
。

２

法
第
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
・
法
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
そ
の
他
の
事
由
に

よ
り
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
送
信
が
で
き
な
い
場
合
と
す
る
。

附

則

こ
の
命
令
は
、
令
和
六
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。
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